
                                                                                     

                                        

職員の懲戒処分について 

 

令和６年３月１５日  

総 務 部  

 

 

 令和６年３月１５日付けで，関係職員の懲戒処分を行ったので発表します。 

 

１ 事案の概要 

  令和４年４月から令和５年１月までの期間において，職員に対し性的な内容のメールを送

ったり身体的接触を行うといったセクシュアルハラスメントを行った。 

 

２ 当該職員 

 ⑴ 所属等 

   保健所 課長補佐職 事務職員 ５０代 

 ⑵ 処分内容 

   戒告 

 

３ 関係職員 

 ⑴ 所属等 

   保健所 部長職 事務職員 ５０代 

   保健所 課長職 事務職員 ４０代 

 ⑵ 処分内容 

   いずれも厳重注意（管理監督責任） 

   


